
経

　

済

　

産

　

業

　

省

２０１９０５２０製局第４号

令

　

和

　

元

　

年

　

５

　

月

　

２

　

３

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和元年５月１７日

付け警察庁丙組組企発第１４号、 警察庁警備局長から令和元年５月１７日付け

警察庁丙備企発第１７号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせ
します。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和元年５月１７日付け外
務省告示第１４号により、 国家公安委員会委員長が令和元年５月１７日付け国
家公安委員会告示第３号及び第４号によりタリバーン関係者等のリストの改正

御Ｊ表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９

年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の
届出義務を徹底されたいというものです。

　

Ｉ ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも
留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。
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料

　

母

　

涙

御
１
表
）

１
．

～
３

９
４
．

［
同

左
］

（
別

表
）

１
‐

～
３

９
４
．

［
略
］

３
９

５
．

削
除

３
９

５
．

ジ
ヤ

マ
ー

ア
ト
・
ハ

マ
ー

ト
・

ダ
ウ

ワ
・
サ

ラ
フ

ィ
ー

ヤ
（
Ｄ

Ｈ
Ｄ

Ｓ
）

　　　　

（
別

称
：

ジ
ヤ

マ
ー

ア
ト
・

ハ
マ

ー
・

ア
ル

・
ダ

ー
ワ

・
ア

ル
・

サ
ラ

フ
イ

ー
ヤ
）

　　　　

（
旧

称
：

カ
テ

ィ
バ

ト
・

エ
ル

・
ア

ウ
エ

ル
）

　　　　

Ｄ
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ

　

Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｔ

　

Ｄ
Ａ
Ａ
Ｗ
Ａ

　

Ｓ
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｆ
Ｉ
Ａ

（Ｄ
Ｈ
Ｄ
Ｓ ）

（ａ．
ｋ，

ａ．
：

Ｄ
ｊ
ａ
ｍ
ａ
ａ
ｔ

　

Ｈ
ｏ
ｕ
ｍ
ａ
ｈ

Ａ
１
‐
Ｄ
ａ
ｗ
ａ
ｈ

Ａ
１
‐
Ｓ
ａ
ｌ
ａ
ｆ
ｉ
ａ
ｔ
）

　　

（ｆ．
ｋ．

ａ．
：

Ｋ
ａ
ｔ
ｉ
ｂ
ａ
ｔ

ｅ
Ｉ

Ａ
ｈ
ｏ
ｕ
ｅ
ｌ）

　

所
在

地
；
フ

ル
ジ

ェ
リ
フ

　　　

国
連
制
裁

委
員
会

に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

１
日

（
２

　　　

０
０

４
年

１
１
月

２
６

日
、

２
０

０
８

年
４

月
７

日
、

２
０

１
０

年
１

　　　

月
２

５
日

及
び

２
０

１
１

年
１

２
月

１
３
日

に
改
訂
）

　　　

そ
の

他
の

情
報
：
武

装
イ

ス
ラ

ム
集

団
（
１

６
８
．

に
指

定
し
た
団

体
）

　　　

及
び

イ
ス

ラ
ム
・
マ

グ
レ

ブ
諸

国
の

ア
ル
・
カ

ー
イ

ダ
組

織
（
１

７
３
．

　　　

に
指

定
し
た
団

体
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と
関
係

が
あ
る
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安
全
保

障
理
事
会

決
議
１
８

２
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０
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に
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０
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０
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．
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３
．

フ
ァ
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ハ
サ

ン
・

ペ
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ア
ル

・
ハ
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ド
（
別

名
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絹
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フ
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ア
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ッ

ダ
ー
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ハ
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６
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．

　

［
略
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．
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Ｆ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｎ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｍ

Ａ
Ｌ
‐
Ｈ
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Ｄ
Ｄ
Ａ
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ａ．
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Ｈ
ａ
ｓ
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ａ
ｎ

ａ
Ｉ

Ｈ
ａ
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ｄ）

称
号
：
不

明
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職

：
不

明

生
年

月
日

：
（ａ ）

１
９

６
３

年
６

月
２

８
日

（ｂ）
１

９
６

３
年
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月

２
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日

．

　　　　　　　　　　　　　　

・

出
生

地
：
Ｔ
ａ
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ａ
ｏ
ｕ
ｅ
ｎ
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Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
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番

号
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ュ
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ジ
ア
旅

券
Ｌ１ ８３
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１
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９
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年
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月

１
４

臼

発
行
、

２
０

０
１

年
２
月

１
３
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：
（ａ ）

Ｎｕ
ｍ ｂ

ｅｒ
１
８
４

Ｖ
ｉ
ａ

Ｆ
ｕ
ｌ
ｖ
ｉ
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Ｔ
ｅ
ｓ
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ｉ
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ｌ
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ｌ
ｙ

（ｂ）
Ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

ｌ
ｖ
ｉ
ａ

ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ

Ｇ
１
ｏ
ｖ
ｅ

‐
Ｍ
ｏ
ｒ
ｔ
ａ
ｒ
ａ

（ｐ
ｖ ），

工
ｔ
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ｌ
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（Ｄ
ｏ
ｍ
ｉ
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ｉ
ｌ
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ａ
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Ｍ
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ｉ
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ｉ
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９
６
３
年
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ｉ
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ｇ
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ｇ
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ｉ
ａ
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８
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に
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に
対
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タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）
・
国
連

安
全
保

障
理

事
会

特
別

手

　

配

　

書

　　

の
ウ

　　

ェ

　　

ブ

　

・

　

リ

　　

ン

　

ク

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
Ｗ
Ｗ
ｗ．

ｕ
ｎ．

ｏ
ｒ
ｇ
／
Ｓ
ｅ
ｃ
ｕ
ｒ
ｉ
ｔ
ヱ
Ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｃ
ｉ
ｌ
／
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
／
ｕ
ｎ
－
ｓ
ｃ
‐

ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ
－
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ．

　　　

ア
リ

ス
・

ス
ナ

ル
ソ
（ｇ ）

ウ
ス

タ
ド
・

ダ
ウ

ド
・

ズ
ル

カ
ル

ナ
エ

ン
（ｈ）

　　　

ム
ル

シ
ツ

ド
）

Ｚ
Ｕ
Ｌ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｎ

（ａ．
ｋ．

ａ．
；
（ａ ）

Ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ａ
ｎ

（ｂ）
Ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ａ
ｉ
ｎ

（ｃ ）

Ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎ
（ｄ）

Ａ
ｒ
ｉ
ｆ

Ｓ
ｕ
ｎ
ａ
ｒ
ｓ
ｏ

（ｅ ）
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ

ｓ
ｕ
ｍ
ａ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ｏ
（ｆ）

Ａ
ｒ
ｉ
ｓ

Ｓ
ｕ
ｎ
ａ
ｒ
ｓ
ｏ

（ｇ ）
Ｕ
ｓ
ｔ
ａ
ｄ

Ｄ
ａ
ｕ
ｄ

ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ａ
ｅ
ｎ

（ｈ）
Ｍ
ｕ
ｒ
ｓ
ｈ
ｉ
ｄ ）

称
号
：
不
明
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職

：
不
明
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年

月
日

：
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９
６
３
年

出
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地

：
Ｇ
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ｉ
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ｇ
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Ｍ
ａ
ｓ
ａ
ｒ
ａ
ｎ，

Ｓ
ｒ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ，

Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
Ｉ

　

Ｊ
ａ
ｖ
ａ，

ｌ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
イ

ン
ド
ネ

シ
ア

旅
券
番

号
：
不
明

Ｉ
Ｄ
番

号
：
不
明

住
所
：
不
明

　　　

国
連
制
裁

委
員

会
に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

５
年

５
月

１
６

日

　　　　

そ
の

他
の

情
報

：
不

明



ぬ
①
①
．
ぞ

一
一
Ｐ
．

［暴
］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｐ
の
め
・
ぞ

一
一
Ｐ
・

　

［副
針
］

備
考

　

表
中
の

［

　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
三
号

次
の
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
公
告
さ
れ
た
事
項
に
変
更
が
あ

っ
た
の
で
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会

決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法

（平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

令
和
元
年
五
月
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

　

山
本

　

順
三

糸
瀞
副
勢
戯
け
軒
疎
叩
ａ
１
の①
（

け
＼で
十
Ｈ

（き

肇
愛
〉
ｍ
２
）
）

　

　

　
　
　

弾
品

　

Ｎ

せ
＼で
一
Ｈ

（き
日
舞
２
〉
ｍ
２
）

　　

選

糸

　

（餌
）
Ｎ
＼で
け

＋

（Ｎ
巨
富
ョ
誓
）

　

（ｇ

Ｎ
＼で
逓
＼で
十

（き
要
鍔
憲
三
）

　

（Ｏ
）

＼で
逓

＼
ｒ
ｕ

（さ

に
麹
き

ー
己

　　

金
）

ヒ

・
Ｘ

＋

＼で

　

金
コ

『

　

の
に
口
舞

の
０
）

　

（①
）

こ
Ｘ

・
Ｘ
ｑ

＼

（
ｂ
コ

の

　

め
≦

匝
べ
き

口
０
）

　　

（
ー
）

ヒ
×

．
×
↓

（ｂ
－
の

　

め
≦

仰
『
き

）

　

（
的
）

Ｘ
姿

．
・
葛

方
・
Ｎ

尊
＼で
十
Ｈ

（ｄ
ぬ
け
巴

ｂ
Ｅ

Ａ

　

Ｎ
巨

富

ョ

餌
当

）

　

（
け
）
ｂ

（き

の
Ｅ
Ｐ
）

　

薄
謝
丙
副
轡

欲
さ
討
密
如
ｍ

　

ｇ
ｏ
切
榊

帆
加
ーｍ
ｍ

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　

　

　
　
　



氏
名

　

ア
リ

ス
・

ス
マ

ル
ソ

ノ
（
Ａ
Ｒ
工
Ｓ

　

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
）

　

別
名

　

（
ａ
）

ズ
ル

カ
ル

ナ
ン

（
Ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ａ
ｎ
）

　

（
ｂ
）

ズ
ル

カ
ル

ナ
ン

（
Ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
ｎ
）

　

（
ｃ
）

ズ
ル

カ
ル

ニ
ン

（
Ｚ
ｕ

ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎ
）

　

（
ｄ
）

ア
リ

フ
・

ス
ナ

ル
ソ

（
Ａ
ｒ
ｉ
ｆ

　

Ｓ
ｕ
ｎ
ａ
ｒ
ｓ
ｏ
）

　

（
ｅ
）

ズ
ル

カ
ル

ナ
エ

ン
（
Ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ
ａ
ｅ
ｎ
）

　

（
ｆ
）

ア

リ
ス

・
ス
ナ
ル

ソ
（
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ

　

Ｓ
ｕ
ｎ
ａ
ｒ
ｓ
ｏ
）

　

（
ｇ

）
ウ

ス
タ

ド
・

ダ
ウ

ド
・

ズ
ル

カ
ル

ナ
エ

ン
（
Ｕ
ｓ
ｔ
ａ
ｄ

Ｄ
ａ
ｕ
ｄ

ｚ
ｕ
ｌ
ｋ
ａ
ｒ
ｎ

ａ
ｅ
ｎ
）

　

（
ｈ
）

ム
ル

シ
ツ

ド
（
Ｍ
ｕ
ｒ
ｓ
ｈ
ｉ
ｄ）

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
５
年

５
月

１
６
日

（２
０
１
９
年

４
月

１
７
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１ ８２２

号
（２ ００８

年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２０１

０

年
６

月
８

日
に

終
了

し
た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２２

５３
号

（２
０１５

年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０１８

年
６

月

７
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｌ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ

ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
４
６
８
１
３
８
５



○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
四
号

　

次
の
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
委

員
会
の
作
成
す
る
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
の
で
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え

我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四

号
）
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

　

令
和
元
年
五
月
十
七
日

　

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

　

山
本

　

順
三

ー

　

糸
券

　

ｑ
ー

７

・
＼
ノ
ｑ

ー

７
・
電

口

・
中

｛
ー
寸

（Ｏ
豪
華
一
エ
ｏ
ｄ
ｇ
電

撃
〉
≦

のき
電
撃

（Ｏ
き
め
）
）

　

糸
蕪
穴
副
勢
欲
さ

冊
忘
ｍ

　

Ｎ
ｏ
畠
帯

－
－
通

ー
ｍ

（Ｎ
ｏ
ｏ
ぬ
帯
－
－
加
Ｎ
の
ｍ
ノ

　

Ｎ
ｏ
ｏ
仰
榊

ム
加

一
ｍ
ノ

　

Ｎ
ｏ
ｇ
冊

ー
加
Ｎ
ｍ
ｍ

　
　
　
　
　
　
　　
　

　

　　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

Ｎ

　

卵

糸

　

埼

バ

・
九

・
）
≠

・
ぇ

・
キ
ー

て
ｂ

・

＼
で

・
）

葛
ー

冴

（豊
田
日

　

田
２
歪
め
路
２
鞘
２
の

　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

糸
幕
内
副
曇
僻
さ
討
霜
加
ｍ

　

Ｎ
ｏ
ｏ
ぬ
冊

の
湖
－
－
皿

（Ｎ
ｏ
ｏ
ぬ
帝
□
加
Ｎ
が
ｍ
ノ
Ｎ
８
切
椅
ー
Ｎ
超
Ｎ
ｏ
ｍ
′
Ｎ
ｏ
ｓ
榊
－Ｎ
加
Ｎ
ー
ｍ
′

き
る
冊

ー
加
Ｎ
ｍ
ｍ
※
隻
８
□
留

帆
加
ーｍ
ｍ
穴
藤
時
）

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　


